
 

 

 川崎市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
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川崎市規則第３７号 

 



川崎市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

川崎市国民健康保険条例施行規則（昭和３３年川崎市規則第３１号）の一部

を次のように改正する。 

第１０条の見出し中「及び第２９条」を「、第２９条及び第２９条の６」に

改め、同条に次の１項を加える。 

４ 第１項の規定は、条例第２９条の６第１項第１号に定める補正の方法につ

いて準用する。この場合において、第１項中「条例第１８条第１項第１号」

とあるのは「条例第２９条の６第１項第１号」と、「省令第３２条の９」と

あるのは「省令第３２条の１０の２」と読み替えるものとする。 

第１１条中「又は」を「、」に改め、「介護納付金賦課額」の次に「又は子

ども・子育て支援納付金賦課額」を加える。 

附 則  

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


